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 １．はじめに 

1997年 7月 1日に香港が中国に返還されました。中国本土と香港とは一国二制度を実施しています。香港は、

特別行政区として、独立立法権、司法権、特許制度等の自治を行っています。1997年 6月に特許条例が発効し

ており、香港における特許は、この特許条例に準拠して保護されます。 

上記の特許条例によれば、知識産権署が特許出願の受付、形式審査、記録許可などの業務を行っています。な

お、香港においては、実体審査は行われず、形式審査のみが行われます。 

このような現状に鑑み、2013年 2月 7日、香港特別行政区の要請に応じ、Advisory Committee (AC)は、香

港の特許制度を見直し、その結果を報告書としてまとめました。これによれば、特許権者だけではなく特許業界

に影響を与える改正が提案されている一方、従来の制度のいくつかを維持することも提案されています。 

上記の改正案のうち、特許関係者に大きな影響を与えるものとして、次の３つの事項があります。 

 
 

【特許関係者に大きな影響を与える改正事項】 

① 独自の特許付与制度を導入すること 

② 短期特許制度を改良すること 

③ 特許業界の専門家に対する規制の枠組みの導入 
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